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平成30年6月発行貸付不動産の相続税の取り扱いが変わりました!

平成30年4月1日より、相続税の優遇規定である『小規模宅地等の特例』の条件が一部改正に
なりました。
この変更により、これまで相続税対策として行ってきた不動産貸付などに一部、影響があります
ので今回はどのような改正があったかを簡単にご説明します。

小規模宅地の特例とは？

小規模宅地等の特例とは、お亡くなりになられた方（被相続人といいます）が自宅や仕事をする
ための敷地として使用していた土地等を相続した人が、一定の条件のもと被相続人と同様の用
途で使用し続けた場合には、生活に必要な財産と見なして一定の金額について相続税の計算を
行う財産から減額を行うという制度です。
ちなみに、対象となる可能性のある土地の用途は大きく分けると次の3つです。

● 自宅用として使っていた土地等 ● 工場や店など事業用に使っていた土地等
● マンションや駐車場等として使っていた土地等

※ 様々な要件などがございますので、具体的には私どもに一度ご相談下さい。

平成30年4月1以降にマンション等を貸し始めた場合

小規模宅地等の特例では、マンションや駐車場等、不動産貸付を行っている建物等の敷地に
ついても一定の要件のもと50％の評価の減額を受けることができます。ただし、今回の改正でそ
の要件が厳しくなり対象となる土地の範囲が狭くなりましたのでご注意下さい。

今までは簡単に言うと「相続開始の時点で所有していた貸付を行っている土地」という条件だっ
たため、亡くなる少し前に購入したマンション等でもこの特例の対象となりましたが、この部分に
条件が付き、「事業的規模で貸付を行っていない場合には、お亡くなりになる前3年以内に貸し始
めたマンション等の土地等に関しては除外する」と変更されてしまいました。
これにより、基本的には新しく購入等したマンション等については、3年間は特例の対象とはな
りませんので、相続税対策で今後マンション等の購入を検討している方はご注意下さい。

※事業規模での貸付とは？

事業規模での貸付には、基本的には5棟10室基準というものがあります。つまり、おおむね一
戸建てならば5棟、マンション等であれば10室以上あれば事業規模であると言えるという基準で
す。

※ その他にも様々な要件・変更点などがございますので、具体的には私どもに
一度ご相談下さい

※給与と年金の両方の所得がある方は
片方の控除のみが減額されます。

改正前 改正後
青申
控除

基礎
控除 合計 要 件 青申控

除
基礎控
除 合計 要 件

65万円 38万円 103万円･複式簿記で記帳･申告書にB/S・P/Lを添付
65万円 48万円 113万円 改正前の要件+

電子帳簿保存or電子申告
55万円 48万円 103万円 【改正前と同じ】

10万円 38万円 48万円 ･単式簿記で記帳･申告書にP/Lを添付 10万円 48万円 58万円 【改正前と同じ】

～平成30年度税制大綱～

①個人所得課税の見直し

②青色申告特別控除の見直し

平成30年度税制改正により、給与所得控除および公的年金等の控除額や、基礎控除の上限の見直しに加え、
青色申告特別控除の一定の要件の改正が行われました。
これらは平成32年度分から開始となります。

さいとう税理士法人では電子申告に対応し、推奨して行っています！
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と
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